


 

 

令和７年(2025 年)５月１９日 

政 策 企 画 会 議 資 料 

 

 

（仮称）中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業の 

事業推進に関する基本協定書の解除に係る議案の提出について 

 

 

以下のとおり、令和４年１２月２０日付けで締結した（仮称）中野四丁目新

北口駅前地区第一種市街地再開発事業の事業推進に関する基本協定書（以下「協

定」という。）の解除に係る議案を中野区議会に提出するので、報告する。 

 

 

１ 提出時期 

  令和７年中野区議会第２回定例会 

 

２ 協定解除の内容及び条件 

 ⑴ 合意解除 

  ア （（仮称）中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業の事業推進

に関する基本協定書の解除に係る覚書（以下「覚書」という。）締結をも

って、協定第２１条第１項に基づき、協定を合意解除するものとする。 

  イ 協定の解除に伴い、協定に基づく照会手続及びこれに対する回答並び

に協議、調整事項等（以下「旧協議事項等」という。）が効力を失うこと

を確認する。 

  ウ 今後の中野四丁目新北口駅前地区における第一種市街地再開発事業に

ついて、区及び他地権者が、旧協議事項等によらずに、新たに、事業を推

進することを確認する。 

 ⑵ 費用負担等 

    協定第２１条第５項本文及び同条第６項本文に基づき、協定が解除され

る日までに要した費用等は各自が負担し、相手方その他関係権利者に対し損

害賠償請求等を行わないものとする。 

  ⑶ 債権債務 

    協定に関し、覚書に定めるもののほかに何らの債権債務が存在しないこ

とを相互に確認する。 

  ⑷ 秘密保持義務 

    協定第１９条の規定については、協定の解除後においても、引き続き有効

に存続するものとする。 
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  ⑸ 著作権等の帰属 

    協定第２３条の規定については、協定の解除後においても、引き続き有効

に存続するものとする。 

  ⑹ 協議事項 

    別途締結する覚書に定めのない事項又は覚書に関して疑義が生じた事項

については、誠意をもって協議して解決する。 

 

３ 今後の予定 

  令和７年６月  議案提出 

   ※覚書を全地権者及び施行予定者と締結し、協定を解除す

るものとする。 
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